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新型コロナウイルス感染症に関する花巻市の対応について
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《新型コロナウイルスワクチン接種について》

市では、国から６５歳以上の高齢者のワクチン接種を７月末までに完了できるよう接種計画の見直しを求められ
たことから、関係団体と協議の上、ワクチン接種体制の強化を進めています。

《ワクチン供給の状況及び今後の予定》
・国から、接種を希望する６５歳以上の高齢者すべての方に接種が可能になると考えられる３２，７６０人分の
ワクチンについて、２週間単位の期間で７月４日までに供給するスケジュールの通知がありました。

《接種体制強化》

【花巻市薬剤師会のご協力】
・５月１２日の接種から、予診票の確認に花巻市薬剤師会の先生方が協力。これにより予診票の確認作業が時
間短縮されました。花巻市薬剤師会のご協力に深く感謝申し上げます。

【コールセンターの強化】
各会場の予約開始日にコールセンターへの電話が集中し、つながりにくくなっていることから、回線数を増強
・当初１０回線 → ５月２０日に３０回線に増強（３号補正）

【ワクチン接種に関する連絡会議で決定したもの】
・接種会場のレイアウトの見直し、ワクチン接種レーンの増加
・従来の接種日（水・木・土）に加え、日曜日の集団接種の実施
・月１回の夜間接種（ 13：30～20：00）の実施（６月１０日（木）実施予定、７月以降は調整中）
※体制強化に伴う医師・看護師・保健師・会計年度職員の報酬等については予算化済（３号補正）

【関係機関への要請等】
・花巻市医師会から岩手県立中部病院に病院スタッフの集団接種会場への出務要請を行っていただき、中部病
院から要請に応じる旨回答を頂いています。

・定員により集団接種に予約できなかった方に対する個別接種施設として、総合花巻病院、県立東和病院、大
迫診療センター、石鳥谷医療センターに対応を依頼し、いずれの施設にも了承をいただきました。コールセ
ンターにて各病院における接種の予約を受け付けます。石鳥谷医療センターは５月２４日から、東和病院は
５月２５日から対応いただいています。なお、大迫診療センターは５月２７日から、総合花巻病院は現在医
療関係者の接種をしているため、それが終了した後、対応いただくこととなっております。

《ワクチン接種の状況》

○５月２５日時点
・９１歳以上の高齢者：１回目接種回数 １，２２２回

２回目接種回数 ３７８回
・７５歳以上の高齢者：１回目接種回数 ２，６１２回
・６５歳以上の高齢者：１回目接種回数 ５回

接種回数合計 ４，２１７回
接種済人数 １回完了済 ３，４６１人

２回完了済 ３７８人

○集団接種会場日程（予定）は別紙のとおり

構成：花巻市医師会、総合花巻病院、花巻市薬剤師会、岩手県立中部病院、花巻市
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▶国からのワクチン供給状況などにより日程を変更する場合があります。
また、６月１７日（木）以降の日程については、詳細を調整中。調整の結果、一部日程を変更する場合があり
ますが、その場合は、広報はなまき・市ホームページ等で公表するとともに、対象者には接種会場通知により
お知らせいたします。

▶施設に入所されている方へのワクチン接種については、高齢者施設４０か所、障がい者施設５か所と接種日程
等の調整中。調整が整った５施設については５月２８日以降に接種予定となっています。

担当：新型コロナウイルス感染症ワクチン接種対策室：４１－３６０５
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《新型コロナウイルスＰＣＲ検査助成制度の創設しました》

市では、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、急激に感染拡大の恐れがある入所型の市内高齢者施設、障
がい者施設、救護施設や教育保育施設の一定の要件を満たす職員及び利用者に対してＰＣＲ検査費用の助成を行い
ます。

【対象者】
市内医療機関で新型コロナウイルス感染症のＰＣＲ検査を受ける方で下表のいずれかに該当する方

【助成額】
１人当たり２万５千円（原則１人１回分のみ助成）

【助成対象期間】
令和３年１２月３１日まで

【申請及び検査方法等】
・助成の対象となる方は、対象施設（高齢者・障がい児・救護・教育保育施設）に申請し、検査日時を希望する
だけで、検査を受検できます

・助成の対象となる方の検査費用の負担は、無し
・助成対象施設は、助成対象者に本制度を説明、助成対象者が希望検査日時等の必要事項を記載した助成申請書
兼代理受領委任状に、当該施設に助成対象者が新たに入所・就業したことを証明する旨を記載して助成対象者
に交付（下図①）。

・助成対象者は市内医療機関で検査を受ける際、申請書を持参し、当該医療機関に提出する（下図⑥）

※対象施設が教育保育施設の場合、⑦の医療機関からの検査結果報告は施設ではなく、被検査者に通知されます。
被検査者は「教育保育施設に検査結果を連絡」→「施設が市教育委員会に連絡」→「教育委員会が市対策室に
連絡」となります。

担当：新型コロナウイルス感染症対策本部：２９－５２７５

被検査者
（助成対象者）

高齢者施設等
対象施設

市コロナ対策室

市内医療機関

①施設の入所・就労証
明済申請書を交付 ②ＦＡＸ連絡

④検査日時連絡⑤検査日時の連絡

⑦検査結果報告

⑧検査結果報告⑧検査結果報告

施設区分 施設職員の対象 施設利用者の対象

高齢者施設

新たに就業する職員

新たに入所する方障がい者・障害児施設

生活保護法に規定する救護施設

教育保育施設
①市外からの小中学校転入生及びその同居家族
②市外から転入し保育園や幼稚園等を新たに利
用する児童の同居家族



《新型コロナウイルス感染症に関する支援について》
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◆中小企業経営支援金について（商工労政課：４１－３５３４）
市では、令和２年度に市が独自に支援を行った飲食店、温泉宿泊業、タクシー、貸切バス、運転代行業などの事

業者以外の事業者を支援するため、岩手県が実施している「地域企業経営支援金」に上乗せして、花巻商工会議所
を通じて下記のとおり市独自の支援金を給付しています。

【事業主体】 花巻商工会議所

【対 象】 下記の全てを満たす事業者

①花巻市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、小売業、サービス業、
飲食業、宿泊業など、県「地域企業経営支援金」の対象業種を営む事業者

②令和２年度に市が行った以下の補助金等をいずれも受給していない事業者
・花巻商工会議所飲食店等経営支援事業支援金
・花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業補助金
・花巻市貸切バス事業者事業持続支援金
・花巻市公共交通事業者緊急対策支援金

【売上要件】 下記のいずれかに該当する事業者

(1)令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれか１か月の売上が前年同月と比較して
５０％以上減少している事業者

(2)令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれかの連続する３か月の売上の合計が前年
同期と比較して３０％以上減少している事業者

※前年の売上が存在しない者にあっては、比較月の直近までのいずれか１月の売上若しくは
いずれかの連続する３か月の売上の合計で算定します

【支援金額】 １店舗につき３０万円

【申 請 等】 申請期間：６月３０日まで
申請場所：花巻商工会議所本所または支所（事前予約が必要です）

予約電話：０１９８－２３－３３８１

○岩手県による支援（地域企業経営支援金支給事業費補助金）
【対 象】 県内に店舗を有する中小企業者であって小売業、サービス業、飲食業、宿泊業など別紙資料に掲

載している対象業種を営む事業者
【要 件】 花巻市と同様
【支援額】 令和２年１１月から令和３年３月の間で、売上を比較する月を含む任意の連続する３か月の売上

合計を前年同期の売上合計から差し引いた額（１店舗につき最大４０万円）※
※複数店舗を経営する事業者にあっては法人２００万円、個人事業主１００万円が上限

○岩手県、花巻市の事業実績（５月２４日時点）
岩手県分：申請件数５３１店、申請額１８，９６８万１千円）
花巻市分：申請件数２２０店、申請額 ６，６００万円）
※当初予算額６，０００万円を超える見込みであったことから、補正予算を計上済（３号補正）



新型コロナウイルス感染症の影響を受けている 
中小企業者の皆様へ 
 

 地域企業経営支援金を給付します 

裏面へ 

給付金の名称 花巻商工会議所地域企業経営支援金 

対象となる方 
花巻市内に店舗を有する中小企業者であって小売業、サービス業、飲食業、宿泊業など
裏面に定める対象業種を営むもの 

売上要件 

①、②いずれかの要件を満たすこと 
①令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれか１か月の売上が前年同月と比較し
て５０パーセント以上減少している者（申請日時点で創業から１年を経過していない者にあっ
ては、創業から令和２年１０月までのいずれか１か月の売上を前年同月の売上とみなします。） 
 

②令和２年１１月から令和３年３月までの間のいずれかの連続する３か月の売上の合計が
前年同期と比較して３０パーセント以上減少している者（申請日時点で創業から１年を経過し
ていない者にあっては、創業から令和２年１０月までのいずれかの連続する３か月の売上を前
年同期の売上とみなします。） 

支援金給付額 
 

①＋②＝ 
1店舗あたり 
最大70万円 

① 県補助分：１店舗につき最大４０万円を支給 

【支援金額の算定】  
 令和２年１１月から令和３年３月の間で、売上を比較する月を含む任意の連続する 
３か月の売上合計を前年同期の売上合計から差し引いた額 
 

 例１） R1.11月～R2.1月売上 450,000円・・・(a) 
      R2.11月～R3.1月売上 160,000円・・・(b)  (a)-(b)＝290,000円 
         差額400,000円以下のため、支給額290,000円 
  
 例２） R2.1月～3月売上 1,300,000円・・・(a) 
      R3.1月～3月売上  550,000円・・・(b)  (a)-(b)＝750,000円 
         差額400,000円を超えるため、支給額400,000円 
 
              

 複数店舗を経営する事業者にあっては、法人２００万円、個人事業主１００万円が上限 

② 市補助分：１店舗につき３０万円を支給 

 県補助分の要件を満たす中小企業者のうち、次の市独自支援（※）を受けてい
ない市内に本店又は主たる事業所を有する者 
 

※花巻商工会議所飲食店等経営支援事業支援金、花巻市温泉宿泊施設等利用促進事業
補助金、花巻市貸切バス事業者事業持続支援金又は花巻市公共交通事業者緊急対策支
援金のいずれかを受給した中小企業者は対象外 

申請受付日時 

令和３年４月１２日（月）～６月３０日（水） 土日祝日除く 
午前９時～午後４時 （完全予約制） 
※予約先電話番号 ０１９８－２３－３３８１（花巻商工会議所） 

申請場所 花巻商工会議所 本所、石鳥谷支所、東和支所、大迫支所 

花巻商工会議所 



大分類 中分類 

Ｇ（情報通信業）の一部 

38 放送業 
39 情報サービス業 
40 インターネット付随サービス 
41 映像・音声・文字情報制作業 

Ｈ（鉄道業、道路旅客運送業）の一部 

43 道路旅客運送業 
  ただし、小分類431 一般乗合旅客自動車運送業を除く。 
44 道路貨物運送業 

Ｉ（卸売業、小売業）の一部 

56 各種商品小売業 
57 織物・衣服・身の回り品小売業 
58 飲食料品小売業 
59 機械器具小売業 
60 その他の小売業 

Ｊ（金融・保険業）の一部 67 保険業（保険媒介代理業、保健サービス業を含む） 

Ｋ（不動産業、物品賃貸業） 

68 不動産取引業 
69 不動産賃貸業・管理業 
70 物品賃貸業 

Ｌ（学術研究、専門・技術サービス業） 

71 学術・開発研究機関 
72 専門サービス業（他に分類されないもの） 
73 広告業 
74 技術サービス業（他に分類されないもの） 

Ｍ（宿泊業、飲食サービス業） 

75 宿泊業 
76 飲食店 
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 

Ｎ（生活関連サービス業・娯楽業） 

78 洗濯・理容・美容・浴場業 
79 その他の生活関連サービス業 
80 娯楽業 

Ｏ（教育、学習支援業） 
81 学校教育 
82 その他の教育，学習支援業 

Ｐ（医療、福祉） 

83 医療業 
84 保健衛生 
85 社会保険・社会福祉・介護事業 

Ｒ（サービス業）の一部 

88 廃棄物処理業 
89 自動車整備業 
90 機械等修理業 
91 職業紹介・労働者派遣業 
92 その他の事業サービス業 
95 その他のサービス業 

地域企業経営支援金対象業種 

※本支援金は課税対象：事業所得（雑収入）となります。 

【お問い合わせ・申請予約受付】 

  花巻商工会議所本所および各支所 

 ●本          所：0198-23-3381    ●石鳥谷支所：0198-45-4488 

 ●東 和 支 所：0198-42-3155    ●大 迫 支 所：0198-48-3230 

【本支援金の申請期間は、6月30日までとなっております。】 
5月以降の受付は花巻商工会議所本所および各支所で対応いたします。混雑を避けるため、事前に必ずご予約
をお願い致します。 

花巻商工会議所 
ホームページ 



◆花巻市中小企業持続支援事業（地代・家賃補助）について（商工労政課：４１－３５３９）
市では、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した市内事業者の固定経費の軽減を図るため、令和

２年度に引き続き市独自で令和３年度も実施しています。

【対象業種】 小売業、飲食業、宿泊業、道路旅客運送業、サービス業、医療業、社会保険・社会福祉・介護事
業などの中小企業者

【対象経費】 事業に要する地代・家賃（共益費・管理費含む）

【要 件】 令和３年４月から令和３年６月までの間の、いずれかひと月の売上が前年または前々年同月に比
べ３０％以上減少している中小企業者
※ 創業から２年以内の事業者は、創業から申請月までのいずれかひと月の売上を直近の月の

売上と比較することができます

【補 助 率】 月額賃料の１/２以内（１か月当たり上限１０万円）

【対象期間】 令和３年４月から令和３年６月までの３か月間（上限１０万円×３か月＝最大３０万円を補助）

【申請受付】 受付期間：令和３年５月１２日（水）～令和３年７月３０日（金）
受付時間：午前９時～午後４時（完全予約制）
受付場所：本庁商工労政課及び各総合支所地域振興課

・本庁商工労政課（予約先 ４１－３５３９）
・大迫総合支所地域振興課（予約先 ４１－３１２２）
・石鳥谷総合支所地域振興課（予約先 ４１－３４４２）
・東和総合支所地域振興課（予約先 ４１－６５１４）

予約受付：令和３年５月１０日（月）より電話にて受付開始

【実 績】 令和３年５月２４日時点
３１事業者、交付決定額３６０万１千円

〈参考〉
令和２年度実績（２回実施） ５０７事業者、６，６６２万１千円

１回目（対象月：4月～9月） ：２７１事業者、３，０８３万円
２回目（対象月：10月～2月）：２３６事業者、３，５７９万１千円
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